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問題 1: 専門家責任

専門家責任における個人と法人の法的関係

本問題の論点

この問題は、金融商品取引業者等に所属する従業員が、単なる組織の歯車ではなく、プロ

フェッショナル個人として独立した法的責任を負うことを多角的に問うています。会社が負

う責任と個人が負う責任は別個に存在しうる、というコンプライアンスの基本原則を理解し

ているかが核心です。特に、①法律で明記された義務、②禁止行為の個人的適用、③注意義

務の基準、④民事上の不法行為責任、という4つの観点から、従業員個人の責任範囲を正確

に把握できているかが試されます。

不動産証券化実務では、会社の方針と個人の倫理観が衝突する場面も想定されます。その際

に、「会社の指示だから」「自分は担当者の一人に過ぎないから」といった安易な考えが、

個人としての法的責任（損害賠償、罰則等）に直結するリスクを理解することは、マスター

として必須の知識です。本問は、そのリスク認識の有無を測る上で極めて重要な問題です。

重要用語の定義

専門家責任

定義: 医師や弁護士、あるいは不動産証券化マスターのような専門家が、その職務を遂行す

る上で、通常期待される注意義務を怠ったことにより、依頼者や第三者に損害を与えた場合

に負う民事上の損害賠償責任。

試験のポイント: この責任は、会社（法人）が負う責任とは別に、行為者である個人も直接

負う可能性があります。特に、民法上の不法行為責任（709条）が根拠となる場合、個人の

故意・過失が直接問われます。試験では「会社の責任と個人の責任は切り離される」といっ

た趣旨の選択肢は誤りとなる典型パターンです。

誠実・公正義務

定義: 金融サービスの提供者は、顧客の最善の利益を勘案しつつ、顧客に対して誠実かつ公

正に業務を遂行しなければならないという、金融サービス提供法に定められた法律上の義

務。

• 

• 

• 
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試験のポイント: かつては金融商品取引法に規定されていましたが、法改正により対象が拡

大されました。重要なのは、これが単なる努力目標や指針ではなく、法律に明記された義務

である点です。「法律上の規制ではない」という選択肢は誤りとなります。

善管注意義務（善良な管理者の注意義務）

定義: その人の職業や社会的地位などから考えて、一般的に要求される程度の注意を払う義

務。民法の委任契約（644条）を基礎とし、金融商品取引法でも投資助言・運用業者に課さ

れています。

試験のポイント: 注意義務の「程度」が問われます。これは、「その専門家として通常期待

される水準」で判断され、所属する会社の業界での地位や規模によって左右されるものでは

ありません。個人のプロフェッショナル性が問われる義務です。

使用者責任

定義: 従業員（被用者）が業務の執行中に第三者に損害を与えた場合、その使用者である会

社も損害賠償責任を負うという民法（715条）上の規定。

試験のポイント: 会社が使用者責任を負ったとしても、不法行為を行った従業員個人の責任

が免除されるわけではありません。会社は被害者に賠償した後、従業員個人に求償（支払っ

た分の返還を求めること）が可能です。この関係性を混同させる問題に注意が必要です。

関連法令

金融サービス提供法 第2条第1項

金融サービスの提供者は、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行し

なければならないと規定。

本問題への適用: 選択肢イの「法律上明記された行為規制ではない」という記述を明確に否

定する根拠となります。

金融商品取引法 第42条の2、第198条の3

投資運用業者の自己取引を原則禁止し（42条の2）、その違反行為者である従業者個人にも

罰則を科すことを規定（198条の3）。

本問題への適用: 選択肢ロの「従業者が個人として買主となる場合には適用されない」とい

う記述が誤りであることを示します。法人への規制であっても、罰則が個人に及ぶことで実

質的に個人も規制されます。

• 

• 

• 

• 

• 
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民法 第709条（不法行為責任）

故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、損害賠償責任を負うと規定。

本問題への適用: 選択肢ニの「個人が損害賠償請求を受けることはない」という記述を否定

します。会社の業務であっても、個人の違法行為は個人の責任となります。

民法 第644条（善管注意義務）

委任契約における受任者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うと

規定。

本問題への適用: 選択肢ハの注意義務の程度を判断する際の基礎となります。その基準は個

人の専門性に基づくものであり、会社の地位とは直接関係しません。

関連情報のマトリックス

義務の比較：従業員の行為に対する『個人の責任』 vs 『会社の責任』

責任の種類 根拠法規 個人の責任 会社の責任

民事責任

（不法行

為）

民法709条、

715条

直接の責任主体

故意・過失があれば、被害者か

ら直接損害賠償請求を受ける可

能性がある。

使用者責任

従業員の行為について、被害者に対

して賠償責任を負う。

行政責任

（行為規制

違反）

金商法、金融

サービス提供

法 等

罰則の対象

法律によっては、行為者である

従業員個人も罰金・懲役等の対

象となることがある。

監督処分の対象

業務改善命令、業務停止命令、登録

取消し等の処分を受ける。

善管注意義

務の基準

民法、金商法 個人の専門性

「その専門家として通常期待さ

れる水準」が基準。

組織としての体制

従業員の選任・監督に関する注意義

務（使用者責任）や、適切な業務管

理体制の構築義務を負う。

解答と論理

正解: 4

本問は、金融商品取引業者等の従業員個人の責任に関する4つの記述の正誤を判断する問題

です。各選択肢を検討すると、いずれも従業員個人の責任を不当に軽く、あるいは免除する
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かのような記述となっており、法的根拠と照らし合わせると全て誤りであることが分かりま

す。したがって、誤っているものは4つ、つまり「全て誤っている」が正解となります。

選択肢ごとの詳細解説

選択肢 イ：金融事業者の従業員が負う誠実公正義務等が、法律上の義務か、それとも単なる指針か。

誤り

結論:  この選択肢は誤りです。顧客の最善の利益を図るべき義務や、誠実・公正に業務を行

う義務は、単なる指針ではなく、金融サービス提供法第2条第1項に明確に規定された法律

上の義務です。

解説:  2023年の法改正により、かつて金融商品取引法第36条第1項にあった誠実公正義務

は、金融サービス提供法第2条第1項に移管され、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ」と

いう文言が加わりました。この義務の主体には「金融サービスの提供等に係る業務を行う

者」とされており、金融商品取引業者等の従業者も含まれます。したがって、「すべて法律

上明記された行為規制ではなく」という記述は、現行法に反しており明確に誤りです。

具体例:  例えば、ある従業員が、顧客の利益よりも会社の収益目標を優先し、明らかに顧客

にとって不利益な商品を販売した場合、それは単に「望ましくない行為」に留まらず、金融

サービス提供法上の「誠実・公正義務」違反という法律違反に該当する可能性があります。

実務上の留意点:  実務において、この義務はコンプライアンスの根幹をなします。自らの業

務が常に「顧客の最善の利益」に適っているかを自問自答する姿勢が、プロフェッショナル

として、また個人としてのリスク管理の上で不可欠です。

学習のポイント:  「顧客本位の業務運営に関する原則」などが指針として示されているた

め、それらと法律上の義務を混同しやすい点に注意が必要です。誠実公正義務は明確な法的

根拠を持つ義務であると覚えましょう。

選択肢 ロ：金融商品取引法上の自己取引禁止規定が、従業員個人にも適用されるか。

誤り

結論:  この選択肢は誤りです。投資運用業者の自己取引禁止規定に違反した場合、その行為

を行った従業者個人も罰則の対象となり得るため、実質的に規制が適用されます。

解説:  金融商品取引法第42条の2は、投資運用業者が運用財産と自己取引を行うことを禁止

しています。この規定の義務主体は「金融商品取引業者等」ですが、同法第198条の3は、

この規定の違反行為をした「代表者、代理人、使用人その他の従業者」に対しても罰則（懲

役もしくは罰金）を科すことができると定めています（両罰規定）。このように、規制の主
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体は法人でも、罰則が個人に及ぶ場合、実質的に個人もその規制の対象となっていると解さ

れます。したがって、「個人として買主となる場合には適用されない」という記述は誤りで

す。

具体例:  投資運用会社のファンドマネージャーが、運用しているファンドの資産（不動産信

託受益権）を、市場価格より安く自分自身の名義で購入した場合、これは自己取引禁止違反

となり、会社が行政処分を受けるだけでなく、そのファンドマネージャー個人も刑事罰の対

象となる可能性があります。

実務上の留意点:  利益相反の管理は極めて重要です。形式的に会社名義でなければ良いとい

うわけではなく、実質的に自己の利益を図る行為は厳しく規制されていることを理解してお

く必要があります。

学習のポイント:  法律の条文で義務の主体が「金融商品取引業者等」と法人格になっている

と、個人には適用されないと早合点しがちです。しかし、罰則規定まで確認すると、個人に

も責任が及ぶケースがあることを見落とさないようにしましょう。

選択肢 ハ：従業員個人が負う善管注意義務の程度は何によって決まるか。

誤り

結論:  この選択肢は誤りです。従業員個人が負う善管注意義務の程度は、「その専門家とし

て通常期待されるべき注意の水準」によって決まるものであり、所属する会社の業界での地

位に直接連動するものではありません。

解説:  善管注意義務は、その人の職業や専門性に応じて客観的に判断されます。不動産証券

化の専門家であれば、その分野のプロフェッショナルとして一般的に期待される知識、経

験、注意深さが求められます。大手企業に所属しているからといって注意義務が加重された

り、中小企業だから軽減されたりするわけではありません。あくまで、その個人が従事する

業務の専門性が基準となります。したがって、「会社が業界において有する地位に応じたも

のとなる」という記述は不正確です。

具体例:  仮に、業界トップクラスのA社と、設立間もないB社に、同程度の経験を持つマス

ターが所属しているとします。両者が同じような取引でミスを犯した場合、問われる善管注

意義務の基準は、A社だから厳しい、B社だから甘い、ということにはならず、マスターと

いう専門家として払うべき注意を払ったか、という点で評価されます。

実務上の留意点:  自身の専門性に常に責任を持つことが求められます。会社のブランドに依

存するのではなく、一人のプロフェッショナルとして、常に業界の標準的な水準以上の注意

を払って業務にあたる必要があります。

学習のポイント:  大企業の従業員はより高い責任を負う、という社会通念と混同しやすいで

すが、法的な善管注意義務の基準は、あくまで個人の専門性に基づくと整理して覚えてくだ

さい。
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選択肢 ニ：従業員個人が、業務上の違法行為（断定的判断の提供）によって、直接損害賠償請求を受け

る可能性があるか。

誤り

結論:  この選択肢は誤りです。従業員個人が違法な行為（断定的判断の提供など）によって

顧客に損害を与えた場合、民法上の不法行為（第709条）として、個人が直接、被害者から

損害賠償請求を受けることは十分にあり得ます。

解説:  会社の業務として行われた行為であっても、その行為が個人の故意または過失による

もので、他人の権利を侵害した場合、その個人は不法行為責任を負います。会社が使用者責

任（民法第715条）を負うことは、個人の責任を免除するものではありません。被害者であ

る顧客は、会社に対して使用者責任を追及することも、行為者である従業員個人に対して不

法行為責任を追及することも、あるいは両方に対して請求することも可能です。

具体例:  第二種金融商品取引業者の営業担当者が、不動産信託受益権の販売にあたり、「こ

の商品は元本保証で絶対に儲かります」と断定的な説明をして顧客に購入させ、後に顧客が

損失を被った場合、顧客はその営業担当者個人を相手取って、不法行為に基づく損害賠償請

求訴訟を起こすことができます。

実務上の留意点:  日々の営業活動において、コンプライアンスを遵守することは、会社を守

るためだけでなく、自分自身の身を守るためにも極めて重要です。安易な発言が、個人とし

ての法的責任に直結するリスクを常に認識すべきです。

学習のポイント:  「業務上の行為の責任はすべて会社が負う」という考えは、民法上の不法

行為責任の観点からは誤りです。使用者責任と個人の不法行為責任は両立することを明確に

理解しておく必要があります。

周辺知識・学習のヒント

実務上の留意点： 個人責任と組織の内部統制

本問で示されたように、従業員個人の責任は法律上明確に存在します。これを踏まえ、多く

の金融機関では、従業員が法令違反を犯さないための内部統制システムを構築しています。

例えば、営業トークのマニュアル化、商品説明時の録音、コンプライアンス部門によるモニ

タリングなどです。これらのルールは、会社と顧客を守ると同時に、従業員個人を法的なリ

スクから守るためのものでもあります。プロフェッショナルとしては、これらの社内ルール

を「面倒な手続き」と捉えるのではなく、自らの専門家責任を果たすための重要なツールと

して積極的に活用する姿勢が求められます。
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フィデューシャリー・デューティー： 「顧客本位」は単なるスローガンではない

選択肢イで問われた「顧客の最善の利益」は、フィデューシャリー・デューティー（受託者

責任）の核心です。これは、単なる倫理的な心構えに留まらず、金融サービス提供法という

法律で義務化されたものです。この義務を実質的に果たすためには、商品知識の習得はもち

ろん、顧客の状況を正確に把握し、利益相反を適切に管理し、分かりやすい情報提供を徹底

することが不可欠です。試験対策としても、実務家としても、「顧客本位」という言葉を法

的な義務として捉え直すことが重要です。
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